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古
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河
内
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西
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し

て

千

田

稔

日本古代の王権と道路

は
じ
め
に

わ
が
国
の
古
代

の
歴
史
地
理
学
研
究

の
対
象

の

一
つ
に
道
路

(交
通
路
)
が

あ
り
、
近
年
で
は
多
く
の
研
究
者

に
よ
っ
て
、
と
り
わ
け
そ
の
ル
ー
ト
の
復
原

に
関
心
が
も
た
れ

つ
つ
あ
る
。
歴
史
地
理
学

の
道
路

の
研
究
と
あ
い
ま

っ
て
、

考
古
学
の
発
掘
調
査

に
よ

っ
て
も
、
古
道

の
遺
構
が
検
出
さ
れ
、
古
代

の
交
通

の
実
体
が
徐
々
に
明
ら
か
に
な

っ
て
き
た
。

し
か
し
、
こ
れ
ら
の
研
究

の
主
た
る
視
点

は
、
中
国

の
唐
の
制
度
を
モ
デ

ル

と
し
た
律
令
期

の
駅
制
の
ル
ー
ト
の
復
原

に
注
が
れ
、
そ
の
当
時

の
交
通
路
に

よ
る
ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
か
ら
古
代
国
家

の
地

理
的

(あ
る
い
は
地
域
的
)
構
造
を

解
明
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
確
か

に
、
研
究

の
方
法
論
上

の
レ
ベ
ル
は

精
緻

に
な
り
、

ロ
ー
カ
ル
な
地
域
に
つ
い
て
の
交
通
路

に
よ
る
情
報
伝
達
の
方

法
も
旦
ハ体
的
に
知
ら
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
が
、
律
令
期
以
前
の
王
権

の
交
通
路

に
つ
い
て
は
、
十
分

に
検
討
さ
れ
て
き
た
と
は
い
え
な
い
。
王
権
と
交
通
路

の

関
係
は
、
国
家

の
空
間
構
造
の
骨
格
を
示
し
、
そ
れ
は
象
徴
的

に
国
家

の
基
層

の
あ
る
部
分
を
掘
り
起

こ
す
可
能
性
を
も
秘
め
て
い
る
。
律
令
期
以
前

の
道
路

と
し
て
周
知
の
事
例
を
あ
げ
る
な
ら
ば
、
奈
良
盆
地
を
斜
め
に
走

っ
て
い
た
と

考
え
ら
れ
る
太
子
道

で
あ
り
、
最
近

で
は
奈
良
県
御
所
市

の
鴨
神
遺
跡

の
発
掘

(
1

)

調
査
に
よ

っ
て
検
出
さ
れ
た
五
世
紀
前
半

の
道
路
遺
構
は
、
古
代
王
権
と
葛
城

氏
と
の
関
係
を
み
る
て
が
か
り
を
与
え
る
も

の
と
し
て
は
注
目
さ
れ
る
。

小
稿

で
は
、
と
り
あ
え
ず
大
和
と
河
内

の
古
代
東
西
道
を
と
り
あ
げ
る
こ
と

に
よ

っ
て
、
そ
こ
か
ら
古
代
王
権

の

一
端
を
探

る
作
業
を
試
み
た
い
。

一
、
古
代
大
和

・
河
内
東
西
道

に
つ
い
て
の
既
往
研
究
の
問
題
点

小
稿

で
対
象
と
す
る
古
代

の
大
和

・
河
内
東
西
道
は
次

の
二

つ
で
あ
る

(第

1
図
)。
そ
の

一
つ
は
奈
良
盆
地

の
南
、
現
在

の
桜
井
市
あ
た
り
か
ら
東
に
向
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第1図 大和 ・河内東西道概略 図(等 高線 は200m)

い
、
橿
原
市
、
北
葛
城
郡
当
麻
町
を
経
て
竹
内
峠
を
越
え
て
大
阪
府
太
子
町
、

羽
曳
野
市
か
ら
堺
市

に
至
る
も
の
で
、
大
和
側
で
は
横
大
路
と
、
河
内

に
お
い

て
は
竹
内
街
道
と
よ
ぼ
れ
る
。
他
の

一
つ
は
、
奈
良
盆
地

の
北
、
天
理
市
和
爾

か
ら
、
西
に
向

い
大
和
郡
山
市
筒
井
付
近
を
経
由
し
、
斑
鳩
を
経
由
し
て
大
和

川
沿

い
に
、
大
阪
府
藤
井
寺
市

に
出
て
、
松
原
市
か
ら
堺
市

へ
と
通
じ
る
道
路

で
、
大
和
側
に
つ
い
て
は
、
今
日
道
路
名
を
伝
え
な
い
が
、
斑
鳩
付
近

は
竜
田

道
と
、
河
内

に
お
い
て
は
長
尾
街
道
と
称
さ
れ
て
き
た
。
た
だ
し
、
後
者
の
道

路

に
つ
い
て
は
、
大
和
郡
山
市
北
西
町
付
近

に

「横
大
路
」
と

い
う
小
字
名
が

あ

る
の
で
、
便
宜
的
に
前
者
を

「南

の
横
大
路
」
、
後
者
を

「北

の
横
大
路
」

と
筆
者
な
ど
が
慣
例
的
に
名
付
け
て
き
た
の
で
、
こ
こ
で
も
そ
れ

に
従
う
。

こ
れ
ら
、
二
本

の
東
西
道
は
、
よ
く
し
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
生
駒

・
金
剛

山
地
を
横
断
す
る
付
近
を
除

い
て
は
、
大
和
側
も
河
内
側
も
平
行

に
走

る
の
で

あ

っ
て
、
明
ら
か
に
計
画
的
な
施
工
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
解
し
て
よ
い
。

と
こ
ろ
で
、

こ
れ
ら

の
古
道
に
つ
い
て
の
研
究
は
意
外
に
新
し
い
。

一
九
七

〇
年

に
、
岸
俊
男
氏
は
藤
原
京
プ
ラ
ン
の
復
原
研
究
と
の
関
わ
り
に
お
い
て
、

(
2

)

大
和
の
古
道

に
つ
い
て
論
じ
る
が
、
そ
の
注
に

「大
和
の
古
道

に
つ
い
て
詳
細

に
考
察
し
た
論
考
は
少
な
い
。
北
浦
定
政
に

『大
和
古
道
考
』
が
あ
る
ら
し
い

が
未
見
」
と
断
わ
る
こ
と
か
ら
も
、
古
代
王
権

の
中
枢
で
あ

っ
た
大
和
の
古
道

に
つ
い
て
研
究
者
が
積
極
的
な
関
心
を
示
さ
な
か

っ
た
こ
と
は
、
不
思
議
と
さ

え
い
え
る
。

[横
大
路

の
創
設
年
代

の
問
題
]
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日本古代の王権と道路

小
稿

の
論
点
は
、
こ
の
大
和

・
河
内
東
西
道

の
創
設
年
代

の
問
題
と
深
く
関

わ

っ
て
い
る
。
そ
れ
は
い
わ
ゆ
る
大
和
王
権

の
地
理
的
基
盤
を
求
め
る
こ
と
に

つ
な
が
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
ず
、
大
和
に
お
け
る

「南
の
横
大
路
」
の
設
置
さ

れ
た
年
代

に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

史
料
上
の
吟
味
は
、
岸
氏
に
よ

っ
て
尽
く
さ
れ
て
い
る
と
み
ら
れ
る
の
で
、

こ
こ
で
は
そ
れ
に
つ
い
て
、
細
部

に
わ

た

っ
て
再
論
す
る
要
は
な

い
。
『
日
本

書
紀
』

に
し
た
が
う
限
り
、
「南

の
横
大
路
」
は
七
世
紀
中
葉

の
壬
申

の
乱

の

当
時
に
存
在
し
て
い
た
こ
と
は
確
実
と
み
て
よ
い
。

(
3

)

創
設
年
代

の
推
定

に
つ
い
て
、
岸
氏
は
次

の
よ
う
に
考
察
す
る
。

(
一
)

『日
本
書
紀
』
推
古
十
六
年
八
月
条

の
隋
使
裴
世
清
入
京
の
記
事
は
、

飾
騎
七
十
五
匹
を
も

っ
て
、
推
古
天
皇

の
小
墾
田
宮
よ
り
北
東
方
に
あ

っ
た
海

石
榴
市

の
術
で
迎
え
て
い
る
と
し
て
い
る
こ
と
は
、
難
波
か
ら
大
和
川

の
水
運

を
利
用
し
た
と
想
定
で
き
、
ま
た
、

『日
本
書
紀
』
推
古
十
八
年
十
月
条

の
新

羅

・
任
那
の
使
節

の
入
京

の
記
事
に
つ
い
て
も
、
阿
斗

の
河
辺
館
に
使
人
を
安

置
し
て
い
て
、
こ
の
阿
斗

の
河
辺
館
が
、

か

つ
て
の
大
和
国
式
下
郡
阿
刀
村
な

ら
ば
、
や
は
り
大
和
川
水
運

に
よ

っ
た
も

の
と
み
る
こ
と
も
で
き
、
こ
の
よ
う

に
水
運

に
よ
っ
て
難
波
か
ら
大
和
に
至

っ
た
と
す
れ
ば
、
「南

の
横
大
路
」
は

官
道
と
し
て
整
備
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
た
め
か
用

い
ら
れ
な
か

っ
た
ら
し
い
。

(二
)

右

に
あ
げ
た

『日
本
書
紀
』

の
記
事
が
史
実
を
伝
え
た
も
の
と
す
る

と
、
『日
本
書
紀
』
推
古

二
十

一
年
条

の
難
波

か
ら
京

に
至

る
大
道
を
置
く
と

い
う
記
載
は
注
意
す

べ
き

で
、

『隋
書
』
倭
国
伝

に
日
本
国
王

の
言
葉
と
し
て

「今
故
清
道
飾
館
、
以
待
大
使
」

(今
故
ら
に
道
を
清

め
館
を
飾
り
、
以
て
大
使

を
待

つ
)
と
あ
り
、
ま
た
、
『日
本
書
紀
』
白
雉
四
年
六
月
条

に
は
、
「百
済

・

新
羅
、
遣
使
貢
調
献
物
、
修
治
処
処
大
道
」
(百
済

・
新
羅
、
使
を
遣
し
て
貢

調
り
物

献

る
。
処
処

の
大
道
を
修
治
る
)
と
記
す
よ
う
に
、
外
国
使
節

の
入

京
が
契
機
と
な

っ
て
、
国
家
の
威
厳
を
示
す
た
め
に
も
官
道

の
整
備
が
必
要
と

な
り
、
古
道
が
し
だ

い
に
整
え
ら
れ
て
い
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

(三
)

横
大
路

(「南

の
横
大
路
」
)
お
よ
び
上

・
中

・
下
三
道

(こ
の
南
北

道
で
あ
る
三
道
に
つ
い
て
は
、
小
稿

で
は
直
接
触
れ
な
い
)

の
官
道
と
し
て
の

整
備
は
ま
ず
、
七
世
紀
初

め
の
推
古
朝
よ
り
遡
る
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
と
推

定
さ
れ
る
が
、
そ
の
な
か
で
、
横
大
路

(「南
の
横
大
路
」)
と
下

ツ
道
に
関
し

て
は
記
紀

の
記
載
か
ら
推
定
し
て
、
奈
良
盆
地
を
東
西
と
南
北
に
貫
通
す
る
幹

線
道
路
と
し
て
、
古
道
と
し
て
は
、
そ
れ
以
前

か
ら
ほ
ぼ
相
似

た
位
置
に
通
じ

て
い
た
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。

以
上
が

「南

の
横
大
路
」

の
創
設
年
代

に
関
す
る
岸
説

の
大
要
で
あ
る
が
、

こ
の
説

に
お
い
て
注
意
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
点
は
、
岸
氏
は

「南

の
横
大

路
」

に
つ
い
て
、
「古
道
」
と

「官
道
」
と
を
意
識
的
に
区
別

し
、
後
者
は
七

世
紀
初

め
頃
、
も
と
も
と
あ

っ
た
前
者
を
修
治
し
て
幹
線
道
路
と
し
た
と
み
て

い
る
点

で
あ
り
、
そ
の
限
り
に
お
い
て
、
「古
道
」

の
創
設
時
期

に
つ
い
て
は
、

旦
ハ体
的
に
言
及
し
て
い
な

い
。
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(
4

)

和
田
萃
氏
も

「南

の
横
大
路
」
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。
そ
の
創
設
年
代

に

つ
い
て
、
六
世
紀
後
半

に
成
立
し
た
倉
人

の
分
布
が
、
横
大
路

・
竹
内
街
道
沿

い
に
分
布
集
中
す
る
こ
と
、
欽
明
天
皇

の
磯
城
嶋
金
刺
宮

の
比
定
地
が
横
大
路

を
経

て
初
瀬
谷

に
至
る
途
中
に
あ
る
こ
と
や
、
敏
達
天
皇

の
磐
余
訳
語
田
幸
玉

宮
、
用
明
天
皇

の
磐
余
池
辺
双
槻
宮
、
崇

峻
天
皇

の
石
村
神
前
宮

な
ど
が
、

「南

の
横
大
路
」
付
近

に
存
在
し
た
こ
と
な
ど
か
ら
、
「南

の
横
大
路
」
や
竹
内

街
道

の
設
置
は
推
古
朝
を
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
は
確
実
で
あ
る
と
す
る
。

こ
れ
ら

の
説
を
う
け
て
、
筆
者
は
歴
史
地
理
学
的
手
法
で
次

の
よ
う
な
試
論

(5

)

を
提
起
し
た
。
そ
れ
は

「南

の
横
大
路
」

の
幅
員
を
地
図
上
で
復
原
す
る
作
業

に
と
も
な
う
も
の
で
あ
り
、
現
在
に
お
い
て
条
里
地
割
が
施
行
さ
れ
て
い
る
区

域
を
古
代

の
道
路
が
走

っ
て
い
る
場
合
、
そ
の
本
来

の
道
路
敷

に
あ
た
る
部
分

が
、
条
里
地
割

の
区
画

に
付
加
さ
れ
、
条

里
地
割

の
規
格
よ
り
も
増
長
さ
れ
た

区
画
と
し
て
、
今
日

に
伝
わ
る
と

い
う
、
木
下
良
氏
が
指
摘

し
た

「条
里
余

(
6
)

剰
帯
」
を
摘
出
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
詳
細
な
作

業
過
程
は
こ
こ
で
は
省
略
す
る
が
、
「南

の
横
大
路
」

に
沿

っ
て

「条
里
余
剰

帯
」
が
検
出
さ
れ
、
五
千
分

の

一
の
地
図

で
の
計
測

に
よ
れ
ぽ
、
「南

の
横
大

路
」

の
幅
員
は
四
十
二

・
五

メ
ー
ト
ル
と

い
う
値
を
え
た
。

た
だ
、
小
稿

で
は
、

「南

の
横
大
路
」

の
幅
員
を
議
論
す
る
の
が
、
目
的

で
は
な
く
、
「条
里
余
剰

帯
」
が
指
摘

で
き
る
こ
と
は
、
「南

の
横

大
路
」
が
、
現
存

の
条
里
地
割
よ
り

も
先
行
し
て
存
在
し
て
い
た
と
い
う
事
実

を
確
認
す
る
こ
と
に
あ
る
。
現
在
に

遺
存
す
る
条
里
地
割

の
施
行
年
代
に
つ
い
て
は
、
考
古
学
の
発
掘
調
査
の
成
果

と
史
料
と
の
差
異
が
議
論
さ
れ
決
着
を
み
て
い
な
い
が
、
通
説

に
よ
る
か
ぎ
り
、

奈
良
盆
地

の
条
里
地
割

は
平
城
京
造
営
以
降
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
る
な
ら
ば
、

「南

の
横
大
路
」

は
少
な
く
と
も
七
世
紀

に
は
存
在
し
て
い
た
と
い
い
う
る
。

「南

の
横
大
路
」

の
創
設
年
代
に

つ
い
て
の
想
定

は
後
に
論
じ
る
が
、
主
た
る

既
往
研
究

は
以
上

に
あ
げ
た
も

の
で
お
お
む
ね
尽
き
る
で
あ
ろ
う
。

「北

の
横
大
路
」
に

つ
い
て
は
、
「南
の
横
大
路
」
と
比
較
し
て
研
究

0
成
果

が
乏
し
い
。
さ
き

に
触
れ
た
よ
う
に

「北

の
横
大
路
」
は
斑
鳩
付
近

で
は
竜
田

(
7

)

道
と
よ
ば
れ
た
の
で
あ
る
が
、

こ
れ
に
つ
い
て
も
史
料
上
の
検
討
は
岸
俊
男
氏

(
8

)

や
坂
本
太
郎
氏

に
よ

っ
て
な
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
道
路
が
八
世
紀
以
前

に
す
で

に
存
在
し
て
い
た
こ
と
は
法
隆
寺

・
法
起
寺

・
法
輪
寺

・
中
宮
寺
な
ど
が
集
中

的

に
建
立
さ
れ
て
い
る
ご
と
く
、
大
和

・
河
内
を
結
ぶ
重
要
な

ル
ー
ト
で
あ

っ

た
こ
と
は
疑

い
な
い
と
、
岸
氏
は
述
べ
る
。
厳
密
に
古
代
の
竜
田
道
を
比
定
す

る
の
は
難
し
い
が
、
そ
の
痕
跡
は
今
日
の
斑
鳩
町

の
竜
田
神
社

の
前
を
走
る
道

路

(大
坂
街
道

・
奈
良
街
道
)
と
考
え
ら
れ
、
こ
の
道
は
斑
鳩
町
の
東
方
、
富

雄
川
近
く
で
、
北
に
二
十
度
振

っ
て
直
線
状
と
な
る
。
こ
の
方
位

の
か
た
む
き

は
、
盆
地

の
中
央
部
に
の
み
遺
存
す
る
太
子
道

の
西
に
二
十
度
振
れ
る
方
位

に

直
交
す
る
も
の
で
、
こ
れ
に
関
連
す
る
方
位
は
、
現
在

の
法
隆
寺
周
辺
や
、
斑

鳩
宮

の
遺
構
な
ど
に
も
指
摘
さ
れ
て
き
た
。
筆
者
は
聖
徳
太
子
の
斑
鳩
宮

・
斑

鳩
寺
造
営

に
と
も
な
う
都
城
的
な
都
市
建
設
を
企
図
し
た
計
画
地
割
と
み
な

(9
)

し
た
。

そ
の
よ
う
な
地
割
と
関
連
づ
け
て
竜
田
道
を
み
る
な
ら
ば
、
そ
の
創
設
時
期
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第2図 「北の横大路」と条里地割の関係(大 和郡山市櫟枝付近。『大和国条里復原図』による)

は
、
少
な
く
と
も
七
世
紀
初
頭
に
ま
で
さ
か
の
ぼ

る
も
の
と
み
な
さ
れ
る
。

竜
田
道

は
、
右
に
み
た
よ
う
に
斑
鳩
付
近
で
は
、
斜
行
す
る
が
、
さ
ら

に
東

に
向
か
う
と
東
西
道
と
な
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
も
岸
氏
は
次

の
よ
う
な
解
釈
を

(10
)

し

て

い

る

。

こ
の
東
西
道

は
下

ツ
道
よ
り
東
で
は
京
南
条
里
区
の
路
東
五
条

・
六
条

の
界

を
な
し
、
西
で
は
同
じ
く
路
西
六
条
と
七
条

の
界
と
な

っ
て
い
る
。
従

っ
て
、

こ
の
道
が
奈
良
盆
地
に
現
存
す
る
条
里
遺
構
に
規
制
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
そ

の
設
定
は
遺
存
条
里
施
行
以
後
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
…
…
私
は

現
存
条
里
遺
構
を
平
城
京
設
定
後
に
施
行
し
直
さ
れ
た
も
の
で
な
い
か
と
み
て

い
る
の
で
、
そ
の
よ
う
な
条
里
制
に
則

っ
た
こ
の
道
も
そ
れ
以
後
と
考
え
ざ
る

を
え
な
く
な

っ
て
く
る
。
し
か
し
ま
た
こ
の
道

の
付
近
が
そ
れ
ぞ
れ
ほ
ぼ
添
上

郡
と
山
辺
郡
、
添
下
郡
と
平
群
郡

の
境
界
と
な
っ
て
い
る
の
で
、
位
置
は
現
在

と
は
多
少
相
異
し
て
い
た
と
し
て
も
、
南

の
横
大
路

に
対
し
て
奈
良
盆
地
中
央

部
の
河
川

の
合
流
す
る
低
湿
地
を
避
け
て
、
こ
の
付
近
に
い
ま

一
つ
の
東
西
路

が
古
く
か
ら
存
在
し
て
い
た
と
推
定
す
る
こ
と
も
可
能

で
は
な
か
ろ
う
か
。

右
に
い
う
東
西
道
は
現
在
西
の
部
分
は
国
道
二
十
五
号
線
と
な
り
、
南
北
道

の
国
道
二
十
四
号
線
と
交
わ
る
地
点
よ
り
以
東
は
県
道
櫟
本
法
隆
寺
線
と
な

っ

て
い
る
。
岸
氏

の
説
く
と
こ
ろ
は
、
今
日
の
国
道
二
十
五
号
線
と
そ
の
延
長
線

に
あ
た
る
県
道
櫟
本
法
隆
寺
線

は
、
条
里
地
割

の
里
界
線
と
な
る
の
で
、
平
城
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京
以
降
の
も

の
で
、
そ
れ
と
は
別
に
こ
の
付
近
に
古
く
か
ら
東
西
路
が
あ

っ
た

可
能
性
を
示
唆
す
る
も

の
で
あ

る
が
、
そ
の
ル
ー
ト
に
つ
い
て
は
具
体
的
に
触

れ
て
い
な
い
の
で
、
議
論
が

い
さ
さ
か
徹
底
し
な

い
感
が
す
る
。

筆
者
は
、
岸
氏
が
条
里
地
割

の
界
線
で
あ
る
と
し
て
、
そ
の
道
路

の
起
源
を

平
城
京
以
前

に
遡
る
こ
と
を
否
定
し
た
こ
と
に
対
し
て
な
お
、
再
検
討
の
余
地

が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
第
2
図

に
示
す
よ
う
に
、
「南

の
横
大
路
」
で
見

い
だ
さ
れ
た
よ
う
な

「条
里
余
剰
帯
」
は
存
在
し
な
い
。
し
か
し
、
図
に
み
る

よ
う
に
県
道
櫟
本
法
隆
寺
付
近
の
遺
存
状
態
が
良
好
な
条
里
地
割

に
つ
い
て
み

る
と
、
県
道

の
北
に
接
す
る
里
の
南
北
辺
の
長
さ
が
、
周
辺

の
里
の

一
辺

の
長

さ

一
〇
九

メ
ー
ト
ル
よ
り
も
短
か
く
、
形
態
的
に
は
、
横
長

の
長
方
形
と
な

っ

て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
奈
良
時
代

に
条
里
地
割
を
施
行
す
る
際
に
、
既
存

の

道
路
を
耕
地
化
し
な
か

っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う

な
推
論
が
正
し
け
れ
ば
、
「北

の
横
大
路
」
も
ま
た
、
少
な
く
と
も

八
世
紀
以

前
に
設
置
さ
れ
た
と
想
定

で
き
、
斑
鳩
の
古
地
割
と
の
関
係
か
ら
さ
ら
に
七
世

紀
に
は
こ
の
道
路
が
存
在

し
て
い
た
と
み
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。

[河
内
東
西
路

の
ル
ー
ト
と
両
道
路
間
の
距
離

の
計
測
上

の
問
題
]

大
和

の

「南

の
横
大
路
」
は
竹
内
峠

(あ
る
い
は
二
上
山
の
北

の
穴
虫
峠
)

を
経

て
河
内
で
は
竹
内
街
道
に
、
ま
た

「北

の
横
大
路
」
は
長
尾
街
道

に
つ
な

が
る
。
竹
内
街
道
、
長
尾
街
道
と
い
う
名
称

は
い
ず
れ
も
近
世

の
街
道
名

で
あ

り
、
岸
氏
は

『日
本
書
紀
』
天
武
天
皇
元
年
七
月
条
に
壬
申

の
乱

の
経
緯

の
記

130



第3図 長尾街道 ・竹内街道と伝大王陵古墳(基 図は明治18年 測量仮製地形図)

事
に
、
大
和
と
河
内

の
境
界
付
近

の
高
安
城
に
あ

っ
た
大
海
人
皇
子
側
の
坂
本

臣
財
な
ど
が
得
た
近
江
軍

の
進
軍

の
情
報
と
し
て

「会
明
、
臨
見
西
方
、
自
大

津

・
丹
比
、
両
道
、
軍
衆

多
至
」
(会

明

に
、
西

の
方

を
臨

み
見
れ
ば
、
大

津

・
丹
比
、
両

の
道

よ
り
、
軍

衆

多

に
至
る
)
と
記
さ
れ
る
が
、
こ
こ
に

(
11

)

い
う
大
津
道
と
丹
比
道
を
長
尾
街
道
と
竹
内
街
道
に
比
定
し
た
。
大
津
道
を
長

尾
街
道

に
あ
て
る
理
由
は
長
尾
街
道
に
沿

っ
て
渡
来
系

の
氏
族
で
あ
る
王
辰
爾

一
族

の
津
氏

の
氏
神
大
津
神
社

(羽
曳
野
市
北
宮
)
が
所
在
す
る
た
め
で
あ
る

と
い
う
。
長
尾
街
道
を
大
津
道
と
す
れ
ぽ
、
丹
比
道
は
お
の
ず
と
竹
内
街
道
と

み
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
比
定

に
関
す
る
岸
説
に
対
す
る
足
利
健
亮
氏
の

(
12

)

反
論
が
あ
る
が
、
小
稿

の
目
的
は
、
大
和

の
二
つ
の
横
大
路
と
そ
れ
に
接
続
す

る
河
内

の
東
西
道
を
考
察
す
る
こ
と
に
あ
る
の
で
、
あ
え
て
そ
の
問
題
に
触
れ

る
必
要
は
な
い
。

岸
氏

の
古
道
論
に
つ
い
て
の
基
本
的
な
提
起
を
う
け
て
、
河
内

の
東
西
路

の

問
題
も
大
縮
尺
の
地
図

に
つ
い
て
計
測
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
展
開
を
み
せ
る
。

(
13

)

ま
ず
、
秋
山
日
出
雄
氏
は
、
以
下

の
よ
う
に
考
察
す
る
。

竹
内
街
道

の
ル
ー
ト
を
、
西
除
川
よ
り
東
、
約
十
三
町
の
と
こ
ろ
を
走
る
竹

内
街
道
を
本
来

の
ル
ー
ト
と
解
釈
し
、
長
尾
街
道
と
の
間

の
距
離
を
地
図
上
で

の
計
測
に
よ

っ
て

一
八
○
○

メ
ー
ト
ル
と
す
る
。
ま
た
竹
内
街
道
と
長
尾
街
道

の
他

に
、
さ
ら
に
北
を
走
る
東
西
道

で
あ
る
八
尾
街
道
を
も
視
野
に
入
れ
、
八

尾
街
道
と
長
尾
街
道

の
問

の
距
離
を
計
測
し
た
結
果
三
五
八
○
メ
ー
ト
ル
と
な
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る
が
、

こ
の
数
値
は
長
尾

・
竹
内
街
道
の
問

の
距
離
、

一
八
○
○

メ
ー
ト
ル
の

ほ
ぼ
二
倍
と
解
さ
れ
る
。
こ
の
数
値
は
高
麗
尺

一
尺
を
三
六
セ
ン
チ
弱
と
し
た

場
合
、
五
千
尺
と

一
万
尺
と
な
り
、
こ
れ
ら
の
数
値
か
ら
東
西
三
道

の
計
画
性

を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
秋
山
説

に
つ
い
て
、
筆
・者
が
指
摘

し
て
お
き
た
い
点

の
一
つ
は
、
竹
内

街
道

の
原

ル
ー
ト
の
推
定

の
問
題
で
あ

る
。
第
3
図
に
み
る
よ
う
に
近
世
竹
内

街
道
を
古
代
に
ま
で
遡
れ
る
と
し
た
場
合
、
秋
山
説
の
よ
う

に
原

ル
ー
ト
を
想

定
す
る
に
は
、
考
古
学
的
な
遺
構

の
発
見

な
ど
が
な
い
か
ぎ
り
そ
の
論
拠
は
不

十
分

で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
が
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
全
面
的
に
否
定

で
き
る

も

の
で
は
な
く
、
従
来
の
通
説

の
ル
ー
ト
と
と
も
に
検
討
し
て
い
く
必
要
が
あ

ろ
う
。
し
た
が

っ
て
、
秋
山
説

に
お
い
て
、
竹
内
街
道

の
原

ル
ー
ト
に
関
す
る

仮
説
が
成
立
し
な
い
な
ら
ば
、
そ
の
仮
説

に
基
づ
く
計
測
は
意
味
を
も
た
な
く

な
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
小
稿

で
は
秋
山
氏
の
原

ル
ー
ト
説
を
退
け

な
い
で
お
き
た
い
。

も
し
、
秋
山
氏

の
竹
内
街
道

の
原

ル
ー
ト
に
関
す
る
仮
説
を
認
め
る
と
し
て

も
、
道
路
間
の
距
離
を
尺
で
表
現
す
る
で
あ
ろ
う
か
、
あ
る
い
は
道
路

の
設
計

に
つ
い
て
尺
と
い
う
単
位
で
な
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
か
と
い
う
疑
問
が
残
る
。
仮

に
令
制
に
し
た
が
え
ば
、

一
里
は
三
〇
〇
歩

で
高
麗
尺

一
五
〇
〇
尺
と
な
り
、

秋
山
氏

の
い
う
高
麗
尺
五
千
尺
、

一
万
尺

は
里

の
整
数
倍
と
は
な
ら
な
い
の
で

あ
る
が
、
む
し
ろ
こ
の
両
道

の
間
隔
を
令

制
の
尺
度

に
よ

っ
て
解
釈
す
べ
き
か

ど
う
か
の
検
討
が
必
要

で
あ
る
こ
と
も
い
う
ま
で
も
な
い
。

つ
ま
り
、
河
内

の

東
西
道

の
設
置
時
期

に
関
す
る
問
題
と
計
測

に
適
用
す
べ
き
尺
度
と

の
関
連
を

無
視
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
こ
と
を
、
秋
山
説

か
ら
示
唆
さ
れ
る
。
令
制

で

計
測
値
を
解
釈
し
な
い
と
す
れ
ぽ
、
ど

の
よ
う
な
尺
度
が
用
い
ら
れ
た
の
か
。

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
後
に
筆
者

の
説
と
と
も
に
述
べ
て
み
た
い
。

(
14

)

服
部
昌
之
氏
も
河
内

の
東
西
道
に
言
及
し
て
い
る
。
氏
の
説

の
要
点
を
以
下

に
記
す
。

難
波
京

の
南
北
正
中
線
、

つ
ま
り
朱
雀
大
路

の
南

へ
の
延
長
線

(
一
部
が
発

掘
で
検
出
さ
れ
難
波
大
道
と
仮
称
さ
れ
た
)
上

に
お
い
て
、
八
尾
街
道
と
長
尾

街
道

の
間

の
距
離
は
三
六
〇
〇

メ
ー
ト
ル
と
計
測
で
き
る
と
す
る
。
こ
の
数
値

は
秋
山
氏
の
計
測
値
三
五
八
○

メ
ー
ト
ル
に
近
似
す
る
。

こ
の
三
六
〇
〇
メ
ー

ト
ル
は

一齟〇
六
メ
ー
ト
ル

(
一
町
)
の
三
十
四
倍
と
み
な
し
う
る
。
八
尾
街
道

の

一
部
分
摂
津

・
河
内
国

の
国
境
線
と
な
る
が
、
西

に
向

か
う
と
住
吉
神
社

の

南
辺
に
至
る
の
で
、
雄
略
紀

に
い
う
磯
歯
津
道
で
は
な
い
か
と
想
定
さ
れ
る
。

服
部
氏
は
八
尾
街
道
を
雄
略
紀

の
磯
歯
津
道
で
は
な
い
か
と
す
る
想
定
案
を

示
し
た
の
で
あ
る
が
、
仮
に
こ
の
想
定
案
に
し
た
が
い
、
河
内

の
古
道

の
設
置

年
代
を
、
雄
略
紀

の
記
述
が
事
実
な
ら
ば
、
五
世
紀
末
頃

に
ま
で
遡
り
う
る
こ

と
に
な
る
。
さ
ら
に
、
当
面
問
題
と
し
て
い
る
長
尾

・
竹
内
街
道
も
同
じ
時
期

と
す
れ
ぽ
、
こ
れ
ら
道
路
間

の
距
離

の
計
測
値
を
令
尺
に
換
算
す
る
こ
と
は
無
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意
味

で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
服
部
氏
が
用

い
た

「町
」

の
単
位

も
い
つ
ま
で
遡
り
う
る
か
吟
味
す
る
必
要
が
あ
る
。

(
15

)

古
代

の
水
田
地
割
と
尺
度

の
関
係

に
つ
い
て
も
、
岸
俊
男
氏

の
論
究
が
あ
る
。

岸
氏
は
古
代

の
水
田
の
面
積
を
表
示
す
る
単
位
で
あ
る

「代
」

か
ら

「町
」

へ

の
移
行
を
あ
と
づ
け
る
試

み
を
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
中

で
木
簡
な
ど

の
記
載

の
検
討
か
ら
浄
御
原
令
施
行
期
間
ま
で
な
お

一
般
的

に

「代
」
に
よ
る

地
積
表
示
が
な
さ
れ
、
現
実
的
に
百
代
単
位
の
地
割
が
存
在
し
て
い
た
と
考
え

ら
れ
る
の
で
、
『
日
本
書
紀
』

の
大
化
改
新
詔
や
白
雉
三
年
正
月
条

の
町
段
歩

制

の
記
事
は
の
ち
の
造
作

で
あ
る
と
い
う
見
解
を
示
し
た
。
こ
の
岸
説
に
よ
る

な
ら
ぽ
、
不
用
意
に

「町
」
と
い
う
単
位

で
古
代

の
距
離
を
表
現
す
る
こ
と
は

さ
け
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
た
だ
し
、

一
町
と
い
う
地
積
は
、

高
麗
尺
三
〇
〇
尺

(後
述
す
る
よ
う
に
令
前
高
麗
六
尺
目

一
歩
、
し
た
が

っ
て

五
〇
歩
)
を

一
辺
と
す
る
正
方
形

(五
〇

〇
代
)
に
相
当
す
る
の
で
、
服
部
氏

の
計
測
値
は
五
〇
歩

×
三
十
四
11

一
七
〇

〇
歩
と
言

い
替
え
る
こ
と
は
で
き
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
右
に
記
し
た
令
前

の
尺
度

の
制
度
は
慶
雲
三
年
格

に

准
令
、
田
租

一
段
租
稲
二
東
二
把
棚
舫
嘔
駅
鵡
渉
升
、

一
町
租
稲
廿
二
束
、

令
前
租
法
、
熟
田
百
代
租
稲
三
束
捌
舫
獣
駅
粕
渉
升
、

一
町
租
稲

一
十
五
束

と
記
す
も

の
で
、
浄
御
原
令

で
代
制
が
施
行
さ
れ
て
い
る
と
す

る
な
ら
ぽ
、

「准
令
」
・
「令
前
」

の

「令
」
と

は
大
宝

令
を
指

し
て
い
る
と
し
て
も
、
「令

前
」

の
上
限
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
り
、
設
置
時
期
が
断
定
で
き
な
い
古
道

の

間
隔
に
つ
い
て
適
用
す
る
尺
度
は
不
明
と
い
わ
ざ
る
を
え
な

い
。

(16

)

長
尾

・
竹
内
街
道
に
関
す
る
足
利
健
亮
氏
の
見
解
は
以
下

の
よ
う
に
要
約
で

き
る
。

①
西
除
川

の
西
五
-
六
町
付
近
で
、
両
古
道

の
間
を
三
千
分
の

一
の
地
図
上
で

計
測
し
た
と
こ
ろ

一
九
〇
八
メ
ー
ト
ル
で
あ
る
。
さ
ら
に
五
町
分
東

で
測
る
と

一.九
〇
ニ
メ
ー
ト
ル
で
あ
る
。

②
長
尾
街
道
と
竹
内
街
道

の
間

に
は
十
七

の
条
里

の
坪
が
お
さ
ま

っ
て
い
る
。

坪

の
辺
長
は
畦
畔

で
測

っ
て

一
〇
九

メ
ー
ト
ル
が
標
準
的
な
も

の
で
あ
る
か
ら
、

両
街
道

の
間

の
距
離

は
坪

の
辺
長
の
十
七
倍

で
、

一
八
五
三
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
実
際
上

の
計
測
値
は

一
九
〇
二
あ
る
い
は

一
九
〇
八
メ
ー
ト
ル
で
あ
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
両
街
道

の
間
に
は
、
標
準
の

辺
長
よ
り
も
長

い
坪
々
が

つ
ら
な
り
お
さ
ま

っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、

坪

の
東
西
辺
長
に
つ
い
て
計
測
す
る
と
平
均

一
〇
九

・
七

一
メ
ー
ト
ル
と
な
り
、

標
準
的
な
も
の
と
み
な
し
う
る
。
し
た
が

っ
て
、
両
街
道
あ
た
り
で
は
南
北
方

向
に
長

い
、

つ
ま
り
長
方
形

の
坪
が
卓
越
し
て
い
る
と
い
ヶ
事
実
を
認
め
ざ

る

を
え
な
い
。

③
と
こ
ろ
が
、

一
九
〇
八
と
か

一
九
〇
二
と

い
う
数
値
は
お
お
よ
そ

一
〇
六
メ

ー
ト
ル
の
倍
数
と
み
て
差
し
支
え
な
い
。

一
〇
六
メ
ー
ト
ル
は
古
代
尺

の
長
さ

(条
里

の
町
で
は
な
い
)

一
町

の
こ
と
で
あ
り
、

一
九
〇
八
あ
る
い
は

一
九
〇
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ニ
メ
ー
ト
ル
は
十
八
町
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し

一
里
は
五
町
で
あ
る

こ
と
、
な
ぜ
里

の
整
数
倍

(十
五
町
と
か
二
十
町
)
と
な
ら
な
い
で
十
八
町
で

あ
る
の
か
と

い
う
問

に
答
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

以
上
が
、
足
利
氏
に
よ
る
計
測
結
果
に
も
と
つ
く
解
釈

で
あ
る
。
し
か
し
、

こ
こ
で
も
足
利
氏
が

「町
」
と
い
う
単
位

を
用
い
て
い
る
こ
と
を
、
服
部
氏
に

対
し
て
と
同
様
指
摘
し
て
お
か
ね
ぽ
な
ら
な
い
。
十
八
町
と
い
う
長
さ
は
、
令

前

の
制
に
し
た
が

っ
た
も
の
な
ら
ば
、
や

は
り
五
〇
歩

×
十
八
11
九
〇
〇
歩
と

い
っ
て
お
く
の
が
よ
い
と
思
わ
れ
る
。
さ
ら
に
、
足
利
氏
は

一
里
11
五
町
で
あ

る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
里
の
整
数
倍

(十
五
町
と
か
二
十
町
)
と
な
ら
な
い
と

い
う
疑
問
を
呈
し
て
い
る
が
、

一
里

11
五
町

の
関
係

は
、

一
里

11
三
〇
〇
歩

(
一
歩
11
大
尺

(高
麗
尺
)
五
尺
、

一
町

ロ
六
十
歩
)
と
い
う
養
老
令

の
規
定

か
ら
導

か
れ
る
も

の
で
あ
る
の
で
、
竹
内

・
長
尾
街
道
が
令
制
の
尺
度

に
し
た

が

っ
て
設
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
前
提
と
す
る
な
ら
ば
そ
の
試
論
に
問
題
は
な

い
が
、
そ
う
で
な
い
場
合
と
す
れ
ば
、

一
里
11
五
町

の
関
係

は
適
用
す
る
こ
と

は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

以
上
の
よ
う
な
先
行
研
究
を
う
け
て
、

筆
者
は
大
和

の
東
西
道
、

つ
ま
り
北

と
南
の
横
大
路

の
間

の
距
離
を
解
釈
す
る

の
に
、
令
前

の
古

い
里

(
一
里
11
三

〇
〇
歩

の
関
係
は
令
制
と
同
じ
と
し
て
、

一
歩
11
高
麗
尺
六
尺
と
す
る
な
ら
ぽ
、

(17

)

一
里
冂
六
三
三

・
六

メ
ー
ト
ル
と
な
る
)

の
存
在
を
仮
定
し
た
。
試
み
に
こ
の

数
値
を
竹
内

・
長
尾
街
道
間
の
間
隔

の
距
離

に
適
用
す
れ
ば
、
ほ
ぼ
三
里
と
い

う
こ
と
に
な
る
。
と
こ
ろ
で
、
当
面
問
題
と
し
て
い
る
、
両
横
大
路
間

の
距
離

は
、
五
万
分
の

一
地
形
図
で
の
計
測

に
よ
る
と

一
二
、
〇
三
〇
メ
ー
ト
ル
と
な

り
、
こ
れ
を
先
に
仮
定
し
た
令
前

の
古
い
里
、

一
里
11
六
三
三

・
六

メ
ー
ト
ル

で
除
す
る
と

一
八

・
九
八
六
と
な
る
。

一
八

・
九
八
六
と
い
う
値
を

一
九

に
き

わ
め
て
近
似
す
る
も
の
と
解
す
る
こ
と
は
で
き
る
が
、
十
九
里
と

い
う
数
値
の

不
自
然
さ
を
ぬ
ぐ
い
き
れ
な
い
。

ま
た
、
金
田
章
裕
氏
は
、
条
里
地
割

の
坪

の
辺
長

の
計
測
と
長
尾

・
竹
内
街

道
と

の
関
係
か
ら
、
「
長
尾

・
竹
内
街
道
に
踏
襲
さ
れ
た
直
線
古
道
は
八
世
紀

(
18

)

前
半
ま
で
に
は
設
定
さ
れ
て
い
た
」
と
述

べ
る
。
両
道
が
八
世
紀
前
半
ま
で
に

設
置
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
異
論
は
な

い
。
小
稿
で
問
題
に
す
べ
き
は
こ
れ
ら
古

道

の
創
設

の
時
期
で
あ
る
。

以
上

に
尺
度
論
な
ど
か
ら
竹
内

・
長
尾
両
街
道

に
つ
い
て
検
討
し
た
が
、
現

段
階
で
は
明
快
に
説
明
で
き
る
尺
度
が
存
在
し
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
仮

に
筆
者

の
立
場
を
と

っ
た
場
合
、
あ
え
て
い
え
る
こ
と
は
竹
内

・
長
尾
街
道

の

両
道
間

に
つ
い
て
は
説
明
し
え
る
が
、
大
和

の
両
横
大
路

に
つ
い
て
は
そ
れ
が

説
得
力
を
も
た
な
い
の
は
、
両
道

の
間
隔

の
設
定
に
お
い
て
必
ず
し
も
計
画
性

を
も
た
な
か

っ
た
こ
と
に
よ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
高
麗
尺
が
古
墳

造
営
尺
と
し
て
使
用
さ
れ
た
事
例
を
上
田
宏
範
氏
は
古
墳
時
代
中
期

の
前
方
後

(
19

)

円
墳
に
お
い
て
説
明
を
試
み
た
こ
と
が
あ
る
。
も
し
こ
の
こ
と
が
認
め
ら
れ
る

な
ら
ぽ
、
わ
が
国
に
お
け
る
高
麗
尺
の
使
用
は
遅
く
と
も
五
世
紀
ご
ろ
ま
で
は

遡
る
こ
と
が

で
き
、
小
稿

の
対
象
と
し
て
い
る
大
和

・
河
内
東
西
道
の
設
置
も
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そ
の
時
期
ご
ろ
に
ま
で
設
置
の
可
能
性
の
幅
を
も

っ
て
み
て
お
く
必
要
が
あ
ろ

う
。右

に
縷
々
述

べ
て
き
た
よ
う
に
、
古
代

の
大
和

・
河
内
東
西
道

の
研
究
は
、

設
置
時
期
、

ル
ー
ト
あ
る
い
は
幅
員
な
ど

の
古
道

の
実
体
の
究
明

に
主
た
る
力

点
が
お
か
れ
て
き
た
。
こ
う
し
た
歴
史
地
理
学
の
立
場
を
仮
に
景
観
復
原
主
義

第4図 忍坂 山(初 瀬 川北岸 よ り望む)

と
で
も
よ
ん
で
お
き
た
い
。
し
か
し
歴
史
地
理
学
は
単
に
復
原
主
義

に
と
ど
ま

ら
ず
、
空
間
的
な
属
性
で
あ
る
道
を
と
り
あ
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
例
え
ぽ
古

代
王
権
の
問
題

に
つ
い
て
の
語
り
手
と
な
り
え
な

い
の
だ
ろ
う
か
。

以
下
に
お
い
て
は
、
そ
う
し
た
課
題
を
解
く
手
が
か
り
を
探

っ
て
み
る
こ
と

に
な
る
が
、
論

の
展
開
は
少
な
か
ら
ず
大
胆
と
な
る
。

二
、
道
を
領
し
め
す
神

そ
こ
で
、
あ
ら
た
め
て

「
ミ
チ
」
と
い
う
言
葉
の
語
義
を
た
ず
ね
て
み
た
い
。

『岩
波
古
語
辞
典
』
の
説
明
は
示
唆
的

で
あ
る
。

、・・
は
神
の
た
め
に
つ
く
接
頭
語
。
チ
は
道

・
方
向

の
意

の
古
語
。
上
代
す

で
に
チ
マ
タ

・
ヤ
マ
ヂ
な
ど

の
複
合
語
だ
け
に
使
わ
れ
、
ま
た
イ
ヅ
チ
の

よ
う
に
方
向
を
示
す
接
尾
語
と
な

っ
て
い
た
。
当
時
は
、
人
の
通
路

に
あ

た
る
所
に
は
そ
れ
を
領
有
す
る
神
や
主
が

い
る
と
考
え
ら
れ
た
の
で
、

ミ

コ
シ
ヂ

(み
越
路
)
・
ミ
サ
カ

(み
坂
)
・
ミ
サ
キ

(み
崎

・
岬
)
な
ど
ミ

を
冠
す
る
語
例
が
多
く
、
ミ
チ
も
そ
の
類
。

こ

の

「
ミ

チ
」

の
語

義

に
し

た
が

う

な

ら

ば

、

本

来

「
ミ

チ
」

は

神

と

深

い

関

わ

り

が

あ

る

と

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い
。

そ

の
こ

と

に

い

さ

さ

か

な

り

と
も

、

通

じ

る

か
も

し

れ

な

い

と

思

わ

れ

る

の
は

、

「
通

り

ゃ

ん

せ
」

(
わ

ら

べ
う

た
)

の
歌

詞

で
、
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通
り
ゃ
ん
せ

通
り
ゃ
ん
せ
/

こ
こ
は

ど
こ
の
細
道
じ
ゃ
/
天
神
さ
ま

の

細
道
じ

ゃ
/
ち

ょ
っ
と
通
し
て
下
し

ゃ
ん
せ
/
御
用

の
な
い
も

の

通
し

ゃ
せ
ぬ
/
こ
の
子

の
七

つ
の

ま
い
り
ま
す
/
行
き
は
よ
い
よ

い

も
/
通
り
ゃ
ん
せ

通
り
ゃ
ん
せ

お
祝

い
に
/
お
ふ
だ
を
お
さ
め
に

帰
り
は
こ
わ

い
/
こ
わ

い
な
が
ら

と
、
「天
神
さ
ま
の
細
道
」

の
こ
と
が
う
た
わ
れ
て
い
る
点

で
あ
る
。
「天
神
さ

ま
」
に
通
ず
る
道

の
こ
と
で
あ
ろ
う
が
、

そ
れ
は

「天
神
さ
ま
」
の
領
す
る
道

で
あ

っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

道
と
神

の
関
わ
り
に
つ
い
て
は
、
筆
者

は
す

で
に

「南

の
横
大
路
」
に
お
い

(
20

)

て
、
わ
ず

か
に
言
及
し
た
こ
と
が
あ
る
。
部
分
的

に
は
そ
こ
で
述
べ
た
こ
と
を

も
再
論
し
な
が
ら
、
考
察
し
た
い
。

早
く
か
ら
、
筆
者
が
注
目
し
て
い
た
の
は
、
「南

の
横
大
路
」
は
、
桜
井
市

の
小
西
橋
あ
た
り
で
、
そ
の
方
位
を
や
や
北

に
振

る
の
で
あ
る
が
、
東
西
方
位

を
と
る
直
線
路
を
地
図
上
で
東

に
延
長
線

を
引
く
と
、
ほ
と
ん
ど
寸
分
違
わ
ず
、

万
葉
歌
な
ど
で
し
ら
れ
て
い
る
忍
坂
山

(今
日
の
外
鎌
山
)
の
頂
上
に
達
す
る

(
21
)

と
い
う
こ
と
で
あ
る

(第
4
図
)。
そ
の
よ
う
な
事
実
を
認
め
た
と
し
て
も
、

筆
者
は
古
代
に
道
路
を
設
置
す
る
際
の
、
技
術
的
な
基
準
点
と
し
て
忍
坂
山
が

利
用
さ
れ
た
と
解
釈
す
る
に
と
ど
ま

っ
て

い
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
忍
坂
山
は
、
『万
葉

集
』
に
、

隠

口
の

泊
瀬

の
山

青
幡

の

忍
坂
山
は

走
出

の

宜
し
き
山

の

出
立
ち
の

妙
し
き
山
ぞ

あ
た
ら
し
き

山

の

荒
れ
ま
く
惜
し
も

(巻
十
三
-
三
三
三

こ

と

「挽
歌
」
と
し
て
よ
ま
れ
て
い
る
こ
と
は
、
こ
の
山
の

「聖
性
」
を
示
す
も

の
で
あ
り
、
同
時

に

「走
出

の
宜
し
き
山
」

で
、
か

つ

「出
立
ち

の
妙
し
き

山
」
と
表
現
さ
れ
る
よ
う
に
、
整

っ
た
山
容
を
讃
え
ら
れ
て
い
る
。
実
際
、
こ

の
山
は
初
瀬
川
を
は
さ
ん
で
三
輪
山

の
南
東
方
に
あ
り
円
錐
形
を
な
し
、

い
わ

ゆ
る
カ
ム
ナ
ビ
の
山
に
ふ
さ
わ
し
い
風
景
を
な
し
て
い
る
。

忍
坂
山

の
麓
に
は
忍
坂
坐
生
根
神
社
と
忍
坂
山
口
坐
神
社
が
あ
り
、
い
ず
れ

も
式
内
社

で
あ
る
こ
と
か
ら
も
、
こ
の
山
を
神
体
と
し
て
き
た
も
の
と
み
ら
れ

る
。
参
考
ま
で
に
、
今
日
の
祭
神
に

つ
い
て
み
る
と
、
忍
坂
坐
生
根
神
社
は
、

ス
ク
ナ
ビ
コ
ナ
で
あ
り
、
忍
坂
山
口
坐
神
社
は
オ
オ
ヤ
マ
ツ
ミ
と
す
る
。

忍
坂
山

の
西
南
麓

に
は
、
伝
舒
明
天
皇
陵
古
墳
が
あ
り
、
舒
明
天
皇
押
坂
内

陵
と
治
定
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
近
年
そ
の
墳
丘
遺
構
に

つ
い
て
宮
内
庁

書
陵
部

の
調
査
報
告
が
な
さ
れ
た
の
で
、
そ
れ
に
し
た
が

っ
て
本
古
墳

の
現
状

に
つ
い
て
略
述
し
て
お
き
た
い
。

こ
の
古
墳
は

「段

(壇
)
ノ
塚
」
あ
る
い
は

「
段

(壇
)
々
塚
」
と
よ
ば
れ
、

上
円
部
二
段
と
下
方
部
三
段
か
ら
な

っ
て
い
る
と
従
来
か
ら
み
ら
れ
て
い
る
。

墳
丘

の
長
軸
は
北
で
東

に
約
十
五
度
振

る
が
、
ほ
ぼ
南
面
す
る
。
南
北

の
長
さ
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約
七
十
七
メ
ー
ト
ル
、
下
方
部
最
大
幅

(東
西
)
約

一
〇
五
メ
ー
ト
ル
を
計

る
。

上
円
部

の
形
が
今
ま
で
八
角
形
と
み
な
さ

れ
て
い
た
が
、
最
近

の
調
査
で
は
単

(
22
)

純
な
八
角
形
で
な

い
こ
と
が
判
明
し
た
。
細
部

に
つ
い
て
の
報
告
は
省
略
す
る

が
、
「そ

の
原
形
は
下
段
か
ら
類
推
し
て
九
角
形
ま
た
は
八
角
形
だ
と

一
応
考

え
る
に
と
ど
め
て
お
く
」
と
、
報
告
さ
れ

て
い
る
。
し
か
し
、
九
角
形
と
い
う

墳
形
と
す
れ
ぽ
、
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
を
解
釈
し
が
た
く
、
今
日
墳
形

の
原

形
が
定
か
で
は
な

い
が
、
伝
天
智
陵
古
墳
、
伝
天
武

・
持
統
陵
古
墳
と
同
様
八

角
形
と
す
る
通
説
を
小
稿

で
は
と
り
た
い
。
さ
も
な
く
ぼ
、
八
角
形
墳
が
造
ら

れ
る
七
世
紀
代
の
時
代
背
景
か
ら
墳
形
の
思
想
的
意
味

の
源
流
を

一
貫
し
て
道

教

に
求
め
る
こ
と
が
不
可
能
と
な
る
。

右
の
よ
う
な
観
点
に
た

つ
か
ぎ
り
、
伝
舒
明
天
皇
陵
古
墳
は
、
舒
明
陵
で
あ

る
可
能
性
は
高
い
と
考
え
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
。
舒
明
天
皇
が
こ
の
忍
坂
に
葬

ら
れ
た
と
す
る
の
は
、
と
り
も
な
お

第5図 息長氏関係系譜(平 野邦雄氏による。一部改変)

さ
ず
、
そ
の
和
風
諡
号
が

「息
長
足

日
広
額

(
オ
キ
ナ
ガ
タ
ラ
シ
ヒ
ヒ
ロ

ヌ
カ
)
天
皇
」
と
よ
ぼ
れ
た
、
か
つ

舒
明

の
殯

に
は
、
息
長
山
田
公
が
誄

し
た
こ
と
か
ら
、
息
長
氏
の
大
和
に

お
け
る
本
拠
地
で
あ

っ
た
こ
と
を
想

定
さ
せ
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
平

野
邦
雄
氏
は
系
譜
関
係
か
ら
次

の
よ

(
23

)

う
に
考
察
を
す
る
。

①
第
5
図

の
系
譜
に
み
ら
れ
る
よ
う

に
、
名

の
上

に

「息

長
」
と

「
忍

坂
」

(押
坂
)
を
冠
し
た
人
名
が
あ

る
。
息
長
は
近
江
坂
田
郡
の
地
名
で
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第6図 「北の横大路」東端付近 と和爾下神社

 

あ
る
が
、
忍
坂
は
大
和

の
そ
れ
で
あ
り
、

こ
の
息
長
↓
忍
坂

の
変
化
の
過
程
を

み
る
と
、
た
と
え
ば
允
恭
紀
に
、
皇
后
忍
坂
オ
ホ
ナ
カ
ッ
姫
が
忍
坂
宮
に
居
住

す
る
が
、
は
じ
め
は

「随
母
在
家
、
独
遊

苑
中
」

(母

に
随
ひ
た
ま
ひ
て
家

に

在
し
ま
す
と
き
に
、
独
苑
の
中
を
遊
び
た
ま
ふ
)
と
あ

っ
て
、
忍
坂
宮
に
住
む

前
に
は
母
の
息
長
オ
ト
媛

マ
ワ
カ
姫
の
も

と
に
い
た
こ
と
に
な

っ
て
い
る
。

②
敏
達
天
皇
の
皇
女

で
、
押
坂

ヒ
コ
ヒ
ト
大
兄

の
妃
と
な
り
、
忍
坂
宮

に
住

み

舒
明
を
養
育
し
た
田
村
皇
女

の
墓
は
押
坂
内
墓
と
よ
ば
れ
忍
坂
に
営
ま
れ
た
が
、

敏
達
后

の
息
長

ヒ
ロ
姫
も
忍
坂
宮

に
住
み
押
坂

ヒ
コ
ヒ
ト
を
養
育
す
る
が
、
墓

は
近
江

の
坂
田

の
故
地

に
あ
る
。

こ
の
よ
う

に
息
長
と
忍
坂
は
近
江
と
大
和
に

あ

っ
て
密
接
な
関
係
を
保

っ
た
。

右

に
指
摘
さ
れ
た
よ
う
に
、
確

か
に
息
長
氏

に
お
け
る
近
江
の
坂
田
と
大
和

の
忍
坂
と
の
関
連
は
推
定
で
き
る
が
、
平
野
氏

の
い
う

「
忍
坂
宮
」
な
る
も
の

の
実
体

は
記
紀

に
記
載
の
な
い
も
の
で
あ

っ
て
氏
に
よ
れ
ば
息
長
氏

の
経
営
す

る
宮
と
し
て
仮
定
さ
れ
た
も

の
で
あ
る
が
、
た
だ
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
「隅

田

八
幡
宮
人
物
画
像
鏡
」

(東
京
国
立
博
物
館
寄
託
)

の
銘
文

「
癸
未
年

八
月
日

十
大
王
年
男
弟
王
在
意
柴
沙
加
宮
時
斯
麻
念
長
奉
遣
開
中
費
直
穢
人
今
州
利
二

人
等
取
白
上
同
二
百
旱
作
此
竟
」
に
お
け
る

「意
柴
沙
加
宮
」

の
解
釈

の
問
題

と
も
関
連
す
る
。
し
か
し
、
銘
文
の
全
体
的
な
解
釈

に
つ
い
て
は
、
決
め
て
を

(
24

)

欠
く
諸
説
が
あ
り
、
断
案
が
な

い
現
状

で
は
、
「癸
未
年
」
に
つ
い
て
有
力
に

な
り

つ
つ
あ
る
四
四
三
年
説
と
五
〇
三
年
説
を
考
慮
し
て
お
く
に
と
ど
め
ざ
る

を
え
な
い
。
と
す
れ
ば
、
小
稿
と
し
て
は
、
「
忍
坂
宮
」
の
存
在

を
五
世
紀
半

ば

か
ら
六
世
紀

の
初
頭
に
は
確
実
に
あ

っ
た
と
推
定

で
き
る
と
い
う
こ
と
に
し

て
お
く
こ
と
に
し
た
い
。
お
そ
ら
く
そ
の
頃
、
「南

の
横
大
路
」
も
設
置
さ
れ

て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
次
に
述

べ
る
雄
略

の
宮
の
位
置
か
ら
も
想
定
で

き
る
。
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先

に
紹
介
し
た
平
野
氏

の
見
解

に
加
え

て
、
筆
者
は
や
は
り
忍
坂

の
地
が
息

長
氏
と
結
び

つ
く
こ
と
を
想
定
さ
せ
る
理
由
と
し
て
、
雄
略
天
皇

の
泊
瀬
朝
倉

宮

の
立
地
を
あ
げ
る
こ
と
が

で
き
る
と
考

え
る
。
こ
の
宮

の
位
置
に
つ
い
て
は
、

近
年

の
発
掘
調
査

に
よ
っ
て
、
桜
井
市
脇
本
遺
跡
が
有
力
視
さ
れ

つ
つ
あ
る
。

遺
構

の
全
貌
は
明
ら
か
に
な

っ
て
い
な
い
が
、
五
世
紀
後
半
の
土
器
を
と
も
な

っ
て
大
規
模
な
掘
立
柱
建
物
が
検
出
さ
れ
た
の
で
、
筆
者
は
こ
の
遺
構

の
ほ
ぼ

南

に
初
瀬
川
を
は
さ
ん
で
忍
坂
山
が
位
置

す
る
と
い
う
地
理
的
な
配
置
が
見
い

だ
さ
れ
、
こ
れ
は
筆
者
が
吉
野
宮

(吉
野
町
宮
滝
遺
跡
)
の
南
に
聖
山
金
峯
山

(25

)

を
配
す
る
の
と
同
じ
関
係

で
あ
る
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
と
し
た
。
宮
の
南

に
聖
な
る
山
を
望
む
と

い
う
宮

の
立
地

に
つ
い
て
の
構
図
に
つ
い
て
は
、
す
で

に
考
察
し
た
よ
う
に
、
中
国
唐

の
終
南
山
や
古
代
朝
鮮

の
南
山
に
類
例
が
み
ら

れ
る
も
の
で
、
神
仙
思
想
と
関
わ
り
が
あ
る
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
第
5

図

の
系
譜
か
ら
も
し
ら
れ
る
よ
う
に
、
雄

略
天
皇

の
母
は
上
に
み
た
允
恭
の
皇

后
忍
坂
オ
ホ
ナ
カ
ッ
姫
で
あ
り
息
長
氏

の
出
自
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
雄
略

の

宮
が
忍
坂
山
を
意
識
し
て
造
営
さ
れ
た
の
は
、
忍
坂
山
が
息
長
氏

の
お
そ
ら
く

祭
祀
の
対
象
と
な

っ
て
い
た
こ
と
と
関
係

す
る
と
み
る
の
が
妥
当

で
あ
ろ
う
と

思
わ
れ
る
。

忍
坂
山
を
真
東
に
み
る
よ
う
に

「南

の
横
大
路
」
が
造
ら
れ
た
と
す
れ
ぽ
、

こ
の
道

は
息
長
氏
に
手
繰
り
よ
せ
て
考

え
ね
ば
な
ら
な
い
。
「南

の
横
大
路
」

は
忍
坂
山

の
神
の
領
し
め
す
道
な
の
だ
。

次
に

「北

の
横
大
路
」

に
目
を
転
じ
て
み
た
い
。

こ
の
道
も
東
端

へ
と
行
く

と
現
在
、
和
爾
下
神
社

(天
理
市
櫟
本
字
宮
山
)
の
参
道

の
鳥
居
の
位
置

に
至

る

(第
6
図
)
。
和
爾
下
神
社
の
社
殿
は
、
鳥
居
よ
り
や
や
北
東
部

に
あ
る
が
、

「北

の
横
大
路
」
も
ま
た
、

こ
の
神
社
と
の
関
係

で
造
ら
れ
た
こ
と
を
十
分

に

想
定

さ
せ
る
。
『延
喜
式
』
神
名
上
に
は
大
和
国
添
上
郡
、
「和
爾
下
神
社

二

座
」
と
あ
る
う
ち

の

一
座
が

こ
れ
に
比
定
さ
れ
る
も

の
と
思
わ
れ
る
。
『大
和

志
』

に
は

「和
爾
下
神
社
二
座
、

一
座
は
櫟
本
村
に
在
り
、
号
し
て
上
治
道
天

王
と
い
う
。
近
隣
五
村
共
に
祭
祀

に
預
る
。

一
座
は
横
田
村

に
在
り
、
号
し
て

下
治
道
天
王
と

い
う
。
十

一
村
共

に
祭
祀

に
預

る
」
と
あ
る
。
『大
和
志
』
に

い
う
よ
う

に
、
『延
喜
式
』
に
記
載

さ
れ

る
二
座

の
和
爾
下
神
社

の

一
座
が

「
北
の
横
大
路
」

の
東
端

の
櫟
本
村

(天
理
市
櫟
本
)
に
あ
り
、
他

の

一
座
が

横
田
村

(大
和
郡
山
市
横
田
)

に
あ
る
も

の
と
す
れ
ば
、
後
者
も

「北

の
横
大

路
」

に
沿
う
も

の
で
あ

っ
て
、

こ
の
神
社
が

「北

の
横
大
路
」
と
密
接
な
関
係

の
あ
る
こ
と
を
示
唆
す
る
も

の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
こ
と
は

「治
道
天
王
」

と
い
う
名
称
が
、
道

の
設
置
を
意
味
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
想
定
で
き
る
。

和
爾
下
神
社
は
古
墳
時
代
中
期
の
前
方
後
円
墳

の
後
円
部
上
に
鎮
座
す
る
も

の
で
、
現
在

の
祭
神
は
ス
サ
ノ
オ
、
オ
オ
ナ
ム
チ
、

ク
シ
イ
ナ
ダ

ヒ
メ
と
い
う

よ
う
に
出
雲
系

の
神
で
、
本
神
社
は
中
世

に
は
柿
本
宮
と
称
し
、
境
内

に
柿
本

寺
跡
が
あ
る
。
神
社
が
立
地
す
る
前
方
後
円
墳
は
、
全
長

一
〇
五

メ
ー
ト
ル
で

あ
る
が
、
北
東
三
〇
〇

メ
ー
ト
ル
の
丘
陵

に
は
東
大
寺
山
古
墳
群
が
あ
り
、
古

墳
時
代
前
期

の
東
大
寺
古
墳
か
ら
は

「中
平
」
銘
文

の
太
刀
が
出
土
し
た
こ
と

で
知
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
古
墳
群
は
地
名

か
ら
み
て
も
ワ
ニ
氏
と
関
係
が
あ
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る
と
推
定
さ
れ
、
柿
本
、
櫟
本
な
ど
は
ワ

ニ
氏

一
族

の
柿
本
氏
、
櫟
井
氏

の
本

拠
地
で
あ
る
と
み
ら
れ
る
の
で
、
和
爾
下
神
社
は
ワ
ニ
氏
に
よ

っ
て
奉
斎
さ
れ

(
26
)

た
と
考
え
ら
れ
る
。

仮
に
、
「北

の
横
大
路
」
が
、
和
爾
下
神
社
あ

る
い
は
そ
れ
が
立
地
す
る
前

方
後
円
墳
を
東
端
に
配
す
る
こ
と
を
意
図
し
た
も

の
と
す
れ
ぽ
、

こ
の
道

の
設

置

は
五
世
紀
以
降
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
厳
密
な
道
路
の
設
置
年
代
に
つ
い

て
は
、
断
案
は
な
い
が
、
先

に
雄
略
紀

の
磯
歯
津
道

に
関
し
て
触
れ
た
こ
と
を

思

い
お
こ
す
と
、
小
稿
で
対
象
と
し
て
い
る
大
和

・
河
内
東
西
道
も
五
世
紀
か

ら
六
世
紀
頃

に
か
け
て
の
時
期

(正
確
な
年
代
で
は
な
く
、
律
令
期
を
か
な
り

遡
る
時
期
と
で
も
い
う

の
が
現
状
で
は
正
し
い
か
も
し
れ
な
い
)
に
造
ら
れ
た

可
能
性
が
あ
る
と
考
え
う
る
。
と
に
か
く
、
「南

の
横
大
路
」

で
指
摘

し
た
こ

と
と
同
じ
く
、
「北

の
横
大
路
」
は
、

ワ

ニ
氏

の
神

の
領
し
め
す
道

で
あ

っ
た

の
で
は
な
い
か
と
想
定
し
て
み
た
い
。

「
ミ
チ
」
と
い
う
語
義
に
忠
実

に
し
た
が

う
な
ら
ば
、
奈
良
盆
地

の
古
代
の
二

本

の
東
西
道
は
、
ま
さ
に
そ
れ
に
か
な
う

も
の
で
あ
る
と
い
え
る
の
で
は
な
い

か
と
い
う

一
つ
の
見
通
し
を
え
る
こ
と
が

で
き
た
。
し
か
し
、
そ
れ
は
宗
教
的

な
問
題

で
あ
る
と
同
時
に
、
息
長
と
ワ

ニ
と
い
う
古
代

の
雄
族
の
祭
祀
す
る
神

で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
こ
れ
ら
二
つ
の
東
西
道
は
古
代
王
権
と
い
う
政
治
的

な
次
元
で
の
考
察

へ
と
導
く
。

三
、
東
西
道
と
河
内

の
大
王
墓

「南

の
横
大
路
」
と

「北

の
横
大
路
」
は
河
内
の
竹
内
街
道
と
長
尾
街
道
に
結

ば
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
河
内
の
東
西
道

に
沿
う
よ
う
に
、
大
型
の
前
方
後

円
墳
が
立
地
す
る
。
い
わ
ゆ
る
古
市
古
墳
群
と
百
舌
鳥
古
墳
群
と
よ
ば
れ
る
も

の
で
、
こ
れ
ら
の
多
く
は
五
世
紀
代

の
大
王
墓
と
伝
承
さ
れ
、
記
紀
や

『延
喜

式
』

(諸
陵
寮
)
か
ら
そ
の
名
を
し
る
こ
と
が

で
き
る
の
で
あ

る
が
、
現
存
す

る
墳
墓
と
被
葬
者

の
関
係
は
い
う
ま
で
も
な
く
不
明
と
す

べ
き
で
あ
る
。
周
知

の
こ
と
で
あ
る
が
、
後
の
説
明

の
た
め
に
と
に
か
く
河
内

(和
泉
)
に
造
ら
れ

た
と
伝
承
さ
れ
、
か

つ
五
世
紀
か
ら
六
世
紀
初
頭
ま
で
と
考
え
ら
れ
る
大
王
墓

を
記
紀
お
よ
び

『延
喜
式
』

(諸
陵
寮
)
に
し
た
が

っ
て
整
理
す
る
と
次

の
よ

う
に
な
る
。
参
考
ま
で
に
宮
内
庁
治
定
の
墳
墓
名
も
付
記
す
る
。

仲
哀
天
皇

応
神
天
皇

[記
]
河
内
恵
賀
之
長
江

「紀
]
長
野
陵

[式
]
恵
我
長
野
西
陵

(河
内
国
志
紀
郡
)

「現
治
定
墳
]
岡
ミ
サ
ン
ザ
イ
古
墳

[記
]
川
内
恵
賀
之
裳
伏
岡

[紀
]
蓬
菓
丘
誉
田
陵

[式
]
恵
我
藻
伏
岡
陵

(河
内
国
志
紀
郡
)

[現
治
定
墳
」
誉
田
山
古
墳
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仁
徳
天
皇

履
中
天
皇

反
正
天
皇

允
恭
天
皇

(安
康
天
皇
)

雄
略
天
皇

[記
]
毛
受
之
耳
上
原

[紀
]
百
舌
鳥
野
陵

[式
]
百
舌
鳥
耳
原
中
陵

(和
泉
国
大
鳥
郡
)

[現
治
定
墳
]
大
山
古
墳

[記
]
毛
受

[紀
]
百
舌
鳥
耳
原
陵

[式
]
百
舌
鳥
耳
原
南
陵

(和
泉
国
大
鳥
郡
)

[現
治
定
墳
]
石
津
丘
古
墳

[記
]
毛
受
野

[紀
]
耳
原
陵

[式
]
百
舌
鳥
耳
原
北
陵

(和
泉
国
大
鳥
郡
)

[現
治
定
墳
]
田
出
井
山
古
墳

[記
]
河
内
之
恵
賀
長
枝

[紀
]
河
内
長
野
原
陵

[式
]
恵
我
長
野
北

・
陵

(河
内
国
志
紀
郡
)

[現
治
定
墳
凵
市
ノ
山
古
墳

[記
]
河
内
之
多
治
比
高
鷯

[紀
]
丹
比
高
鷲
原
陵

[式
]
丹
比
高
鷲
原
陵

(河
内
国
丹
比
郡
)

[現
治
定
墳
]
高
鷲
丸
山
古
墳

・
平
塚
古
墳

清
寧
天
皇

(顕
宗
天
皇
)

仁
賢
天
皇

[記
]
蚊
屋
野
之
東
山

[紀
]
河
内
坂
門
原
陵

[式
」
河
内
坂
門
原
陵

(河
内
国
古
市
郡
)

[現
治
定
墳
]
白
髪
山
古
墳

[記
]
記
載
な
し
。

[紀
]
埴
生
坂
本
陵

[式
]
埴
生
坂
本
陵

(河
内
国
丹
比
陵
)

[現
治
定
墳
]
ボ
ケ
山
古
墳

(武
烈
天
皇
)

(継
体
天
皇
)

安
閑
天
皇

[記
]
河
内
之
古
市
高
屋
村

[紀
]
河
内
旧
市
高
屋
丘
陵

[式
]
古
市
高
屋
丘
陵

(河
内
国
古
市
郡
)

[現
治
定
墳
]
築
山
古
墳

い
ま
さ
ら
断
わ
る
ま
で
も
な
く
、
右
に
あ
げ
た
天
皇

の
う
ち
実
在
性
に
つ
い

て
疑
わ
れ
る
も

の
も
あ
る
し
、
そ
の
墳
墓

に
つ
い
て
も
今
日
ま
で
正
確

に
伝
わ

る
も

の
は
皆
無
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
以
下
の
試
論
は
あ
く
ま
で
も
伝
承
に
よ

ら
ね
ば
な
ら
な
い
の
だ
が
、
ま
ず
、
注
意
し
た
い
こ
と
は
右
の
伝
天
皇
陵
古
墳

が

い
ず
れ
も
、
竹
内

・
長
尾
街
道

に
沿

っ
て
立
地
す
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
こ
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と
は
、
天
皇
陵

の
位
置
が
道
と
関
係
づ
け

て
理
解
で
き

る
こ
と
を
推
測
さ
せ
る
。

い
ま
、
こ
れ
ら
の
天
皇

の
皇
后
あ
る
い
は
妃
に
注
目
し
た
い
。

①
仲
哀
天
皇
…
…
皇
后
は
、
そ
の
実
在
性

は
と
も
か
く
も
神
功
皇
后

で
息
長
タ

ラ
シ
姫
。

②
応
神
天
皇
…
…
妃
は
息
長

マ
ワ
カ
ナ
姫

と
ワ

ニ
氏

に
出
自
す
る
ミ
ヤ
ヌ
シ
ヤ

カ
娘
。

③
仁
徳
天
皇
…
…
妃
の
ヤ
タ
皇
女
は
応
神

と
ミ
ヤ
ヌ
シ
ヤ
カ
娘
と
の
間
に
生
ま

れ
た
女
。

④
履
中
天
皇
…
…

(後
述
)

⑤
反
正
天
皇
…
…
皇
夫
人
は
、

ワ

ニ
氏

の
系
統
を
ひ
く
大
宅
臣
祖

コ
ゴ
ト
の
女

ツ

ノ

ヒ

メ

⑥
允
恭
天
皇
…
…
皇
后
は
忍
坂

オ
ホ
ナ
カ

ッ
姫
。

⑦
雄
略
天
皇
…
…
母
に
允
恭
皇
后
オ
ホ
ナ

カ
ッ
姫
。
妃
は
春
日
和
珥
臣

フ
カ
メ

の
女
オ
ミ
ナ
キ
ミ
。

⑧
清
寧
天
皇
…
…

(後
述
)

⑨
仁
賢
天
皇
…
…
皇
后
は
春
日
オ
ホ
イ
ラ

ッ
メ
皇
女
、
妃

は
和
珥
臣

ヒ
ッ
メ
の

女
ア
ラ
キ
ミ
ノ
イ
ラ
ッ
メ
。

⑩
安
閑
天
皇
…
…
皇
后
は
春
日
ヤ
マ
ダ
皇

女
。

右

に
み
た
よ
う
に
、
履
中
天
皇
と
清
寧

天
皇
を
除
く
八
名
の
天
皇

に
つ
い
て

は
、
い
ず
れ
も
息
長
氏
か
あ

る
い
は
ワ

ニ

(和
珥

・
春
日

・
大
宅
)
氏
に
出
自

す
る
皇
后
か
妃
を
も

つ
と
伝
わ
る
。
も
と
も
と
両
氏
は
外
戚
氏
族
と
し
て
勢
力

を
も

っ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
両
氏
に
関
わ
る
天
皇

の
陵
墓
が
、
竹
内

・
長

尾
街
道

に
沿

っ
た
地
域
に
あ

っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
き
た
こ
と
は
、
小
稿

で
す
で

に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
こ
れ
ら
二
本

の
東
西
道
が
、
そ
の
東
端
に
そ
れ
ぞ
れ
の

氏
族
が
奉
斎
す
る
神
を
配
し
た
こ
と
と
少
な
か
ら
ず
関
連
す
る
も

の
と
想
定
し

た
い
。

右

に
あ
げ
た
天
皇

の
う
ち
、
履
中
天
皇
は
仁
徳
天
皇
と
そ
の
皇
后
カ
ッ
ラ
ギ

ノ
イ

ハ
ノ
姫
と
の
間

に
生
ま
れ
、
皇
妃
の
ク

ロ
ヒ
メ
は
カ
ツ
ラ
ギ
ノ
ソ
ツ
ピ
コ

の
子
で
あ
る
ア
シ
ダ
ノ
ス
ク
ネ
の
女
で
あ
り
、
清
寧
天
皇

に
つ
い
て
は
后
妃
の

伝
承
が
な
く
、
母
は
カ
ッ
ラ
ギ
ノ
ツ
ブ
ラ
の
女
、
カ
ラ
ヒ
メ
で
い
ず
れ
も
カ
ツ

ラ
ギ
氏
と
の
関
係
で
あ
る
と
す
る
。
こ
の
カ
ツ
ラ
ギ
氏
に
つ
い
て
、
第
5
図
の

系
譜

に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
息
長

ス
ク
ネ
王
と
カ
ッ
ラ
ギ
タ
カ
ヌ
カ
姫
と
の
婚

姻
伝
承
が
あ
り
、
両
氏
の
間
に
関
係
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
履
中

・
清
寧
陵

の
伝

承
も
河
内
東
西
道
に
そ

っ
て
あ

っ
た
こ
と
が
首
肯

で
き
る
。

例
え
て
い
う
な
ら
ば
、
河
内
東
西
二
道

の
周
辺
は
、
息
長

・
ワ

ニ
両
氏

の
政

治
的

「磁
場
」
を
お
び
た
空
間

で
あ

っ
た
と
想
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の

「
磁
力
」

の
発
す

る
場
は
奈
良
盆
地

の
東
端
に
あ

っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
河
内

の
大
王
墓
か
ら
、
河
内
王
朝

の
存
在
を
説
く
こ
と
に
は
よ
り
慎
重
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

お
わ
り

に

い
っ
た
い
、
息
長
氏
と

ワ
ニ
氏

に
は
外
戚
氏
族
以
外

に
ど
の
よ
う
な
氏
族
的
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特
質
が
あ

っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

記
紀

の
断
片
的
な
伝
承
か
ら
そ
れ
を
語

る
こ
と
は
難
し
い
が
、
『古
事
記
』

応
神
段

の
息
長
氏

の
系
譜
伝
承
に
お

い
て
、
前

に
も
述
べ
た
息
長

タ
ラ
シ
姫

(神
功
皇
后
)

の
母
に
あ
て
ら
れ
て
い
る

カ
ッ
ラ
ギ
の
タ
カ
ヌ
カ
ヒ
メ
は
、
新

羅

の
王
子
で
日
本

に
渡
来
し
た
と
伝
え
る

ア
メ
ノ
ヒ
ボ

コ
の
後
裔
と
位
置
づ
け

て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
多
く
を
論
じ
る

こ
と
を
慎
ま
ね
ば
な
ら
な
い
が
、

一

方
、
豊
前

の
宇
佐
神
宮
と
関
係
が
深
く
、
秦
氏
の
同
系
氏
族
赤
染
氏

に
よ
っ
て

宮
司
職
が
相
伝
さ
れ
た
香
春
神
社

(福
岡
県
田
川
郡
香
春
町
)

の
三
祭
神
の

一

つ
が

カ
ラ
ク

ニ
オ
キ
ナ
ガ
オ
オ
ヒ
メ
オ
オ

マ

(辛
国
息
長
大
姫
大
目
)
命
で
あ

る
こ
と
は
、
息
長
氏
と
辛
国
、

つ
ま
り
古
代
朝
鮮
半
島
と
の
関
係
を
示
唆
す
る
。

『延
喜
式
』
神
名
帳

に
、
辛
国
息
長
大
姫
大
目
命
神
社
と
あ
り
、
『三
代
実
録
』

貞
観
七
年
二
月
条

に
辛
国
息
長
比
畔
神
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
香
春
神
社
の
主
神

で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
『豊
前
国
風
土
記
』

(逸
文

・
「宇
佐
宮
託
宣
集
」
)
に
、

「昔
者
、
新
羅
国
神
、
自
度
到
来
、
住
此
河
原
、
便
即
、
名
日
鹿
春
神
」

(昔
者
、

新
羅
の
国

の
神
、
自
ら
度
り
到
来
り
て
、

此
の
河
原

に
住
み
き
。
便
即
ち
、
名

づ
け
て
鹿
春

の
神
と
日
ふ
)
と
あ
り
、
風

土
記
に
よ
る
か
ぎ
り
、
辛
国
は
新
羅

と
い
う
こ
と
に
な
り
、
息
長
氏
の
原
郷
は
古
代
朝
鮮
半
島
に
も
と
め
る
こ
と
が

で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

一
方
、

ワ
ニ
氏

に
つ
い
て
は
、
「弘
仁

四
年
十
月
二
十
八
日

太
政
官
符
」

か
ら
ワ
ニ
氏

の
同
族
、
山
城

の
小
野
臣
氏

と
近
江

の
和
迩
部
臣
氏
と
に
よ

っ
て

鎮
魂

の
儀
に
猿
女
を
貢
上
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
、

ワ
ニ
氏
と
猿
女

公
氏
と
関
係
が
あ

っ
た
ら
し
い
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。
京
都
府
宮
津
市

の
籠
神

(27
)

社

に
伝
わ
る

「海
部
氏
系
図
」
に
は
、
「始
祖
彦
火
明
命
ー
三
世
倭
宿
禰
命
-

孫
健
振
熊
宿
禰
」

の
健
振
熊
宿
禰

は
、
『日
本
書
紀
』

(神
功
紀

・
仁
徳
紀
)
、

『古
事
記
』

(仲
哀
段
)
に
あ
る
ワ
ニ
臣

の
祖
、
武
振
熊

(建
振
熊
命
)

の
こ
と

と
す
れ
ば
、
籠
神
社

の
系
譜
は
海
部
氏

の
も
の
で
あ
る
か
ら
、
ワ

ニ
氏
も
海
人

族
と
関
係
す
る
こ
と
に
な
る
。

猿
女
公
氏
が
奉
斎
す
る
サ
ル
タ
ヒ
コ
は
薩
南
諸
島

の
仮
面
来
訪
神

の
面
貌
に

(
28

)

相
通
じ
る
と

い
う
向
山
勝
貞
氏

の
指
摘
が
あ

る
。
と
す
れ
ば
、
ワ

ニ
氏

の
原
郷

は
は
る
か
南

へ
と
想
像
が
飛
躍
す
る
。

ワ
ニ
と
い
う

一
風
変
わ

っ
た
こ
の
氏
名

(
29
)

が
、
鰐

の
こ
と
な
ら
ぽ
、
君
島
久
子
氏
が
説
く
よ
う
に
、
中
国
江
南
地
方

の
龍

の
原
形
と
な

っ
た
鰐

の
こ
と
で
は
あ
る
ま
い
か
。
そ
う
な
ら
ば
、

ワ
ニ
氏

は
江

南
地
方

へ
と
そ
の
渡
来
の
道
筋
を
た
ど
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。

も
と
よ
り
、
憶
測
の
占
め
る
部
分
が
多

い
。
し
か
し
、
仮
に
右

の
よ
う
に
考

え
う
る
余
地
が
あ
れ
ぽ
、
古
代
王
権

へ
の
視
野
は
よ
り
広
が
り
を
見
せ
る
こ
と

を
古
道
を
介
し
て
予
測
さ
せ
る
。

一
九
九

一
年

に
、
竹
内
街
道

に
連
な
る
道
路
が
発
掘
調
査
に
よ

っ
て
発
見
さ

れ
た
。
そ
れ
は
北
か
ら
南
下
す
る

「難
波
大
道
」
と
竹
内
街
道
と

の
交
点

か
ら
、

北
西

に
折
れ
る
も

の
で
、
側
溝
か
ら
六
世
紀
後
半
代

の
遺
物
が
検
出
さ
れ
て
い

る
。
こ
の
北
西
に
折
れ
た
道
は
報
告
に
し
た
が
う
と
、
住
吉
の
得
名
津

(遠
里

(
30
)

小
野
遺
跡
)
に
達
す
る
と
い
う
。
さ
ら
に
発
掘
調
査
が
進
展
す
る
ま
で
、
具
体

的
な
年
代
な
ど
に
触
れ
る
こ
と
は
で
き
な

い
が
、
と
に
か
く
、
河
内
東
西
道
が
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港
湾

に
結
ぼ
れ
て
い
た
可
能
性
が
高

い
。
息
長

・
ワ
ニ
氏
の
は
る
か
な
る
原
郷

へ
の

「海
上

の
道
」
に
つ
な
が

っ
て
い
た

こ
と
に
な
り
は
し
な
い
だ
ろ
う
か
。

そ
こ
に
は
豊
饒
な

「王
権

の
海
」
を
想
起

さ
せ
る
。

注(
1
)

近

江

俊
秀

(
一
九

九

四
)

「
奈
良

県
鴨

神

遺

跡

の
道

路
遺

構

」

(『
季

刊
考

古

学
』

四
十

六
)

(
2
)

岸

俊

男

(
一
九

七
〇

)

「大

和

の
古
道

」

(橿
原

考
古

学
研
究

所

編

『
日

本

古
文

化
論

攷
』

吉
川

弘
文

館
)
。

た
だ

し
田
村
吉

永

(
一
九
四

二
)

「
大
和

の

上

中
下

道
及

び
横

大
路

に
就

い
て
」

(
『
大
和

志
』

九
ー

五
)

の
論
考

な

ど
が

あ

り
、
条

里
制

の
問

題

な
ど

と
関
連

し

て
論

じ
ら

れ

て
き

た
経

緯

は
あ

る
。

(
3
)

岸

俊

男

(
一
九

七
〇

)

(前

掲

(
2
)
)

(
4
)

和

田

萃

(
一
九
七

四

)
「
横

大
路

と

そ

の
周

辺
」

(
『古

代

文

化
』

二
十

六
ー

六
)

(
5
)

千

田

稔

(
一
九

八
三
)

「
横

大
路

と
そ

の
周

辺

の
歴
史

地

理

」

(
『
横
大

路

(初

瀬
道

)
1

奈
良

県

「
歴
史

の
道

」
調

査
報

止
呈

日
』
(奈

良
県

文
化

財
調
査

報

告

書
第

四
十

一
集

)
、
後

に

『
古
代

日
本

の
歴

史
地

理

学
的

研

究
』

岩

波
書

店

、

一
九
九

一
年

に
所

収
)

(
6
)

木

下

良

(
一
九
七

七
)

「
国

府

の
十

字
街

に

つ
い

て
」

(
『歴

史

地

理
紀

要

』
十

九
)

(
7
)

岸

俊

男

(
一
九

七
〇

)

(前

掲

(
2
)
)

(
8
)

坂

本

太
郎

(
一
九

六
七

)

「大

和

の
古

駅

」

(
『末

永

先

生
古

稀

記

念
古

代

学

論
叢

』
)

(
9
)

千

田

稔

(
一
九
九

一
)
「
斑

鳩
宮

に

つ
い
て

の
小

考
」

(
『古

代

日

本

の

歴

史
地

理
学

的
研

究
』

岩
波

書
店

)

(
10
)

岸

俊

男

(
一
九

七
〇

)

(前

掲

(
2
)
)

(
11
)

岸

俊

男

(
一
九

七
〇

)

「古

道

の
歴
史

」

(坪
井

清
足

・
岸
俊

男

編

『
古

代

の
日
本

5

近

畿
』

角
川

書
店

)

(
12
)

足

利
健

亮

(
一
九

八

五
)

『
日
本
古

代
地

理
研

究
』

大

明
堂
。

(
13
)

秋

山
日

出
雄

(
一
九
七

五
)

「
日
本

古
代

の
道

路

と

一
歩

の
制

」

(橿

原
考

古

学
研

究
所

編

『橿

原

考
古

学
研
究

論

集

創
立

三
十

周
年

記
念
』

吉

川
弘

文

館

)

(14
)

服

部

昌
之

(
一
九

七
五

)

「古

代

の
直

線

国
境

に

つ
い

て
」

(『
歴

史

地

理

学

紀
要

』
十

七
)

(15
)

岸

俊

男

(
一
九

七
五

)

「方

格
地

割

の
検
討

」

(横

田
健

一
編

『
日
本
書

紀

研
究
』

八
)

(16
)

足
利

健

亮

(
一
九

八
五

)

(前

掲

(12
)
)

(17
)

千

田

稔

(
一
九

八
三

)

(前

掲

(
5
)
)

(18
)

金

田
章
裕

(
一
九

九
三

)

『古

代

日
本

の
景
観

』
吉

川
弘

文
館

。

(19
)

上

田
宏

範

(
一
九

七
〇

)
「
前

方
後

円

墳

兆
域

地
割

の
方

形
化

と

そ

の
背

景

」

(橿

原
考

古
学

研
究

所
編

『
日
本
古

文
化

論
攷

』
吉

川
弘

文
館

)
。

(20
)

千

田

稔

(
一
九

九

五
)

「
石
村

を
見

つ

つ
1
舒

明

朝

を

め
ぐ

る
歴
史

地

理

学
的
課

題

1
」

(
『奈
良

女

子
大
学

地

理
学
研

究
報

告

V
』
)

(21
)

千

田

稔

(
一
九

八

四
)

『飛

鳥

へ
の
古

道
』

そ

し
え

て
。

(22
)

笠

野

毅

(
一
九

九

五
)

「
舒

明
天

皇

押
坂

内

陵

の
墳

丘

遺

構
」

(
『宮

内

庁
書

陵
部

紀
要

』

四
六

)

(23
)

平

野
邦
雄

(
一
九

八
五

)

『大

化
前

代
政

治
過

程

の
研
究

』
吉

川
弘

文
館

(24
)

近
年

の
研

究

で

は
平

野
邦

雄

(
一
九

八
五

(前

掲

23
)
)

や

和

田
萃

(
一
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九
八
八
)
『大
系

日
本
の
歴
史
』
2

(古
墳
時
代
)
小
学
館
な
ど
が
あ
る
。

(25
)

千
田

稔

(
一
九
九

一
)
「宮
都

の
選
地
と
宗
教
的
意
味
」
(『古
代
日
本

の
歴
史
地
理
学
的
研
究
』
岩
波
書
店
)

(26
)

岸

俊
男

(
一
九
六
六
)
「
ワ
ニ
氏
に
関
す
る
基
礎
的
考
察
」
(『日
本
古

代
政
治
史
研
究
』
塙
書
房
)

(27
)

金
久
余
市

(
一
九
八
三
)
『古
代
海
部
氏
の
系
図
』
学
生
社

(28
)

向
山
勝
貞

(
一
九
九
〇
)
「仮
面
と
神
々
」
(大
林
太
良

(著
者
代
表
)

『隼
人
世
界
の
島
々
』
小
学
館
)

(29
)

君
島
久
子

(
一
九
九

一
)
「因
幡

の
ワ
一こ

(『日
中
文
化
研
究
』
二

勉

誠
社
)

(30
)

森
村
健

一

(
一
九
九
四
)
「堺
市

発
掘
の
難
波
大
道
と
竹

ノ
内
街
道
」

(『季
刊

考
古
学
』
四
六
)

日本古代の王権 と道路
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